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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制

の整備－⑩】 

⑩ 回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価

体系及び要件の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

より質の高い回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回
復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医
療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準及
び要件を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．入院料１を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加
算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビ
リテーション強化体制加算を新設する。 

 
２．重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊

髄損傷と診断を受けた患者を追加する。また、重症患者のうち退院時
に日常生活機能評価又はＦＩＭが改善した患者の割合に係る要件を削
除する。 

 
３．回復期リハビリテーション病棟入院料１から４まで、回復期リハビ

リテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料について、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーシ
ョン実績指数に係る基準を見直す。 

 
４．日常生活機能評価又は機能的自立度評価法（ Functional 

Independence Measure）（以下「ＦＩＭ」という。）の測定を行うこと
とされているものについて、ＦＩＭによる測定が望ましいこととする。 

 
５．退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。また、退院

前訪問指導料と「Ｈ００３－２」の注３に規定する入院時訪問指導加
算との併算定は出来ないこととする。 

 
６．入院料１及び３の施設基準であるＦＩＭの測定に関する研修会を年

１回以上開催することについて、回復期リハビリテーション病棟入院



178 

 

 

料１から４までの要件とする。 
 
７．入院料１及び２の施設基準である地域支援事業に参加していること

が望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料１か
ら４までを対象とする。 

 
８．入院料１及び２の施設基準である口腔管理の体制を整備しているこ

とについて、入院料３及び４においても望ましいこととする。 
 
９．回復期リハビリテーション病棟１から４までについて、土曜日、休

日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を
備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の１日当たりリハ
ビリテーション提供単位数を見直す。 

 

改 定 案 現   行 

【回復期リハビリテーション病棟入

院料（１日につき）】 

１ 回復期リハビリテーション病棟

入院料１                2,346点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、2,326点） 

２ 回復期リハビリテーション病棟

入院料２                2,274点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、2,253点） 

３ 回復期リハビリテーション病棟

入院料３                2,062点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、2,041点） 

４ 回復期リハビリテーション病棟

入院料４                2,000点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、1,980点） 

５ 回復期リハビリテーション病棟

入院料５                1,794点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、1,774点） 

６ 回復期リハビリテーション入院

医療管理料              1,960点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、1,940点） 

【回復期リハビリテーション病棟入

院料（１日につき）】 

１ 回復期リハビリテーション病棟

入院料１                2,229点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、2,215点） 

２ 回復期リハビリテーション病棟

入院料２                2,166点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、2,151点） 

３ 回復期リハビリテーション病棟

入院料３                1,917点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、1,902点） 

４ 回復期リハビリテーション病棟

入院料４                1,859点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、1,845点） 

５ 回復期リハビリテーション病棟

入院料５                1,696点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、1,682点） 

６ 回復期リハビリテーション入院

医療管理料              1,859点 

（生活療養を受ける場合にあって

は、1,845点） 
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［算定要件］ 

注１ （略） 

２ 回復期リハビリテーション病

棟入院料を算定する患者（回復

期リハビリテーション病棟入院

料５又は回復期リハビリテーシ

ョン入院医療管理料を現に算定

している患者に限る。）が入院

する保険医療機関について、別

に厚生労働大臣が定める施設基

準を満たす場合（注１のただし

書に規定する場合を除く。）

は、休日リハビリテーション提

供体制加算として、患者１人に

つき１日につき60点を所定点数

に加算する。 

 

 

 

３ 診療に係る費用（注２及び注

４に規定する加算、当該患者に

対して行った第２章第１部医学

管理等の区分番号Ｂ００１の10

に掲げる入院栄養食事指導料

（回復期リハビリテーション病

棟入院料１を算定するものに限

る。）、区分番号Ｂ００７に掲

げる退院前訪問指導料、区分番

号Ｂ０１１－６に掲げる栄養情

報連携料（回復期リハビリテー

ション病棟入院料１を算定する

ものに限る。）及び区分番号Ｂ

００１の34に掲げる二次性骨折

予防継続管理料（ロに限

る。）、第２部在宅医療、第７

部リハビリテーションの費用

（別に厚生労働大臣が定める費

用を除く。）、第14部その他、

第２節に規定する臨床研修病院

入院診療加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加

 

［算定要件］ 

注１ （略） 

２ 回復期リハビリテーション病

棟入院料を算定する患者（回復

期リハビリテーション病棟入院

料３、回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料４、回復期リハビ

リテーション病棟入院料５又は

回復期リハビリテーション入院

医療管理料を現に算定している

患者に限る。）が入院する保険

医療機関について、別に厚生労

働大臣が定める施設基準を満た

す場合（注１のただし書に規定

する場合を除く。）は、休日リ

ハビリテーション提供体制加算

として、患者１人につき１日に

つき60点を所定点数に加算す

る。 

３ 診療に係る費用（注２及び注

４に規定する加算、当該患者に

対して行った第２章第１部医学

管理等の区分番号Ｂ００１の10

に掲げる入院栄養食事指導料

（回復期リハビリテーション病

棟入院料１を算定するものに限

る。）、区分番号Ｂ０１１－６

に掲げる栄養情報連携料（回復

期リハビリテーション病棟入院

料１を算定するものに限る。）

及び区分番号Ｂ００１の34に掲

げる二次性骨折予防継続管理料

（ロに限る。）、第２部在宅医

療、第７部リハビリテーション

の費用（別に厚生労働大臣が定

める費用を除く。）、第14部そ

の他、第２節に規定する臨床研

修病院入院診療加算、医師事務

作業補助体制加算、地域加算、

離島加算、特定感染症患者療養

環境特別加算、医療安全対策加
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算、特定感染症患者療養環境特

別加算、医療安全対策加算、感

染対策向上加算、患者サポート

体制充実加算、報告書管理体制

加算、データ提出加算、入退院

支援加算（１のイに限る。）、

認知症ケア加算、薬剤総合評価

調整加算、排尿自立支援加算、

区分番号Ｊ０３８に掲げる人工

腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げ

る腹膜灌流及び区分番号Ｊ４０

０に掲げる特定保険医療材料

（区分番号Ｊ０３８に掲げる人

工腎臓又は区分番号Ｊ０４２に

掲げる腹膜灌流に係るものに限

る。）並びに除外薬剤・注射薬

の費用を除く。）は、回復期リ

ハビリテーション病棟入院料

１、回復期リハビリテーション

病棟入院料２、回復期リハビリ

テーション病棟入院料３、回復

期リハビリテーション病棟入院

料４、回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料５及び回復期リハ

ビリテーション入院医療管理料

に含まれるものとする。 

４ 回復期リハビリテーション病

棟入院料１を算定する病棟につ

いて、別に厚生労働大臣が定め

る施設基準を満たす場合は、回

復期リハビリテーション強化体

制加算として、患者１人につき

１日につき80点を所定点数に加

算する。 

５ ５については、算定を開始し

た日から起算して２年（回復期

リハビリテーション病棟入院料

１、回復期リハビリテーション

病棟入院料２、回復期リハビリ

テーション病棟入院料３又は回

復期リハビリテーション病棟入

院料４を算定していた病棟にあ

算、感染対策向上加算、患者サ

ポート体制充実加算、報告書管

理体制加算、データ提出加算、

入退院支援加算（１のイに限

る。）、認知症ケア加算、薬剤

総合評価調整加算、排尿自立支

援加算、区分番号Ｊ０３８に掲

げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４

２に掲げる腹膜灌流及び区分番

号Ｊ４００に掲げる特定保険医

療材料（区分番号Ｊ０３８に掲

げる人工腎臓又は区分番号Ｊ０

４２に掲げる腹膜灌流に係るも

のに限る。）並びに除外薬剤・

注射薬の費用を除く。）は、回

復期リハビリテーション病棟入

院料１、回復期リハビリテーシ

ョン病棟入院料２、回復期リハ

ビリテーション病棟入院料３、

回復期リハビリテーション病棟

入院料４、回復期リハビリテー

ション病棟入院料５及び回復期

リハビリテーション入院医療管

理料に含まれるものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

４ ５については、算定を開始し

た日から起算して２年（回復期

リハビリテーション病棟入院料

１、回復期リハビリテーション

病棟入院料２、回復期リハビリ

テーション病棟入院料３又は回

復期リハビリテーション病棟入

院料４を算定していた病棟にあ
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っては、１年）を超えて算定す

る場合、100分の80に相当する点

数を算定する。 

 

Ａ３０８ 回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料 

(１)～(６) （略） 

(７) 回復期リハビリテーション

病棟入院料等を算定するに当

たっては、当該回復期リハビ

リテーション病棟入院料等を

算定する病棟又は病室への入

院時又は転院時及び退院時に

日常生活機能評価又は機能的

自立度評価法（Functional 

Independence Measure）（以

下「ＦＩＭ」という。）の測

定を行い、その結果について

診療録等に記載すること。な

お、評価にあたってはＦＩＭ

を用いることが望ましい。ま

た、「Ａ２４６」入退院支援

加算の注４に規定する地域連

携診療計画加算を算定する患

者が当該回復期リハビリテー

ション病棟入院料等を算定す

る病棟に転院してきた場合に

は、原則として当該患者に対

して作成された地域連携診療

計画に記載された日常生活機

能評価又はＦＩＭの結果を入

院時に測定された日常生活機

能評価又はＦＩＭとみなす。 

(８) 回復期リハビリテーション

病棟入院料等を算定するに当

たっては、定期的（２週間に

１回以上）に日常生活機能評

価又はＦＩＭの測定を行い、

その結果について診療録等に

記載すること。なお、評価に

あたってはＦＩＭを用いるこ

とが望ましい。 

っては、１年）を限度として算

定する。 

 

 

Ａ３０８ 回復期リハビリテーショ

ン病棟入院料 

(１)～(６) （略） 

(７) 回復期リハビリテーション

病棟入院料等を算定するに当

たっては、当該回復期リハビ

リテーション病棟入院料等を

算定する病棟又は病室への入

院時又は転院時及び退院時に

日常生活機能評価又は機能的

自立度評価法（Functional 

Independence Measure）（以

下「ＦＩＭ」という。）の測

定を行い、その結果について

診療録等に記載すること。な

お、「Ａ２４６」入退院支援

加算の注４に規定する地域連

携診療計画加算を算定する患

者が当該回復期リハビリテー

ション病棟入院料等を算定す

る病棟に転院してきた場合に

は、原則として当該患者に対

して作成された地域連携診療

計画に記載された日常生活機

能評価又はＦＩＭの結果を入

院時に測定された日常生活機

能評価又はＦＩＭとみなす。 

 

 

(８) 回復期リハビリテーション

病棟入院料等を算定するに当

たっては、定期的（２週間に

１回以上）に日常生活機能評

価又はＦＩＭの測定を行い、

その結果について診療録等に

記載すること。 
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［施設基準］ 

十 回復期リハビリテーション病棟

入院料の施設基準等 

(１) （略） 

(２) 回復期リハビリテーション

病棟入院料１の施設基準 

イ～ホ （略） 

へ 当該病棟において、新規入

院患者のうち三割五分以上が

重症の患者であること。 

ト （略） 

（削除） 

 

 

チ （略） 

リ （略） 

ヌ （略） 

ル （略） 

ヲ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が四十二以

上であること。 

ワ （略） 

(３) 回復期リハビリテーション

病棟入院料２の施設基準 

イ （２）のイ、ロ、ニからル

まで及びワを満たすものであ

ること。 

ロ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が三十二以

上であること。 

(４) 回復期リハビリテーション

病棟入院料３の施設基準 

イ （略） 

ロ 休日を含め、週七日間リハ

ビリテーションを提供できる

体制を有していること。 

ハ 当該病棟において、新規入

院患者のうち二割五分以上が

重症の患者であること。 

ニ （略） 

（削除） 

 

［施設基準］ 

十 回復期リハビリテーション病棟

入院料の施設基準等 

(１) （略） 

(２) 回復期リハビリテーション

病棟入院料１の施設基準 

イ～ホ （略） 

へ 当該病棟において、新規入

院患者のうち四割以上が重症

の患者であること。 

ト （略） 

チ 重症の患者の三割以上が退

院時に日常生活機能又はＦＩ

Ｍが改善していること。 

リ （略） 

ヌ （略） 

ル （略） 

ヲ （略） 

ワ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が四十以上

であること。 

カ （略） 

(３) 回復期リハビリテーション

病棟入院料２の施設基準 

（２）のイ、ロ及びニからヲま

でを満たすものであること。 

（新設） 

 

 

 

(４) 回復期リハビリテーション

病棟入院料３の施設基準 

イ （略） 

(新設) 

 

 

ロ 当該病棟において、新規入

院患者のうち三割以上が重症

の患者であること。 

ハ （略） 

ニ 重症の患者の三割以上が退
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ホ・ヘ （略） 

ト 介護保険法第百十五条の四

十五第一項から第三項までに

規定する地域支援事業に協力

する体制を確保しているこ

と。 

チ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が三十七以

上であること。 

リ （２）のワを満たすもので

あること。 

(５) 回復期リハビリテーション

病棟入院料４の施設基準 

イ （４）のイからトまで及び

リを満たすものであること。 

ロ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が三十二以

上であること。 

(６) （略） 

(７) 回復期リハビリテーション

入院医療管理料の施設基準 

イ （略） 

ロ 当該病室において、新規入

院患者のうち二割五分以上が

重症の患者であること。 

ハ・ニ （略） 

（削除） 

 

 

 

(８)・(９) （略） 

(10) 回復期リハビリテーション

強化体制加算の施設基準 

イ 回復期リハビリテーション

病棟入院料１の施設基準を満

たしていること。 

ロ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が四十八以

上であること。 

ハ 退院前訪問指導について、

院時に日常生活機能又はＦＩ

Ｍが改善していること。 

ホ・ヘ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

ト リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が三十五以

上であること。 

チ （２）のカを満たすもので

あること。 

(５) 回復期リハビリテーション

病棟入院料４の施設基準 

（４）のイからヘまでを満たす

ものであること。 

(新設) 

 

 

(６) （略） 

(７) 回復期リハビリテーション

入院医療管理料の施設基準 

イ （略） 

ロ 当該病室において、新規入

院患者のうち三割以上が重症

の患者であること。 

ハ・ニ （略） 

ホ 当該病室において、重症の

患者の三割以上が退院時に日

常生活機能又はＦＩＭが改善

していること。 

(８)・(９) （略） 

（新設） 
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十分な実績を有しているこ

と。 

ニ 排尿自立支援加算に係る届

出を行っている保険医療機関

であること。 

 

２ 回復期リハビリテーション病棟

入院料１及び２の施設基準 

(４) 重症の患者（別添７の別紙

21に定める日常生活機能評価

で10点以上又は機能的自立度

評価法（Functional 

Independence Measure、以下

「ＦＩＭ」という。）得点で

21点以上55点以下の患者（Ｆ

ＩＭの測定により適合してい

ることが望ましい。）、高次

脳機能障害と診断された患者

（基本診療料の施設基準等別

表第九第一号に規定する患者

に限る。）又は脊髄損傷と診断

された患者（基本診療料の施

設基準等別表第九第一号に規

定する患者に限る。）をい

う。以下この項において同

じ。）が新規入院患者のうち

３割５分以上であること。な

お、その割合は、次のアに掲

げる数をイに掲げる数で除し

て算出するものであること。 

ア・イ （略） 

(５) 当該保険医療機関におい

て、土曜日、休日を含め全て

の日において、リハビリテー

ションを提供できる体制を備

えていること。なお、リハビ

リテーションの提供体制につ

いては、当該保険医療機関の

その他の病床におけるリハビ

リテーションの実施状況を踏

まえ、適切な体制をとること

とするが、回復期リハビリテ

 

 

 

 

 

 

２ 回復期リハビリテーション病棟

入院料１及び２の施設基準 

(４) 当該病棟が回復期リハビリ

テーション病棟入院料１又は

２を算定する場合、重症の患

者（別添７の別紙21に定める

日常生活機能評価で10点以上

又は機能的自立度評価法

（Functional Independence 

Measure、以下「ＦＩＭ」とい

う。）得点で55点以下の患者

をいう。以下この項において

同じ。）が新規入院患者のう

ち４割以上であること。な

お、その割合は、次のアに掲

げる数をイに掲げる数で除し

て算出するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

ア・イ （略） 

(６) 当該保険医療機関におい

て、休日を含め全ての日にお

いて、リハビリテーションを

提供できる体制を備えている

こと。なお、リハビリテーシ

ョンの提供体制については、

当該保険医療機関のその他の

病床におけるリハビリテーシ

ョンの実施状況を踏まえ、適

切な体制をとることとする

が、回復期リハビリテーショ
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ーションが提供される患者に

対し、土曜日、休日の１日当

たりリハビリテーション提供

単位数も平均３単位以上であ

るなど、曜日により著しい提

供単位数の差がないような体

制とすること。 

 

【特定機能病院リハビリテーション

病棟入院料】 

［施設基準］ 

二十一 特定機能病院リハビリテー

ション病棟入院料の施設基準等 

(１) 特定機能病院リハビリテー

ション病棟入院料の施設基準 

イ～ヌ （略） 

ル 当該病棟において、新規入

院患者のうち四割五分以上が

重症の患者であること。 

ヲ （略） 

ワ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が四十二以

上であること。 

 

【退院前訪問指導料】 

［算定要件］ 

注１ 入院期間が１月を超えると見

込まれる患者の円滑な退院のた

め、患家を訪問し、当該患者又

はその家族等に対して、退院後

の在宅での療養上の指導を行っ

た場合に、当該入院中１回に限

り算定する。ただし、入院後早

期に退院前訪問指導の必要があ

ると認められる場合は、２回算

定することができる。この場合

において、区分番号Ｈ００３－

２に掲げるリハビリテーション

総合計画評価料の注３に規定す

る入院時訪問指導加算は算定で

きない。 

 

ンが提供される患者に対し、

休日の１日当たりリハビリテ

ーション提供単位数も平均２

単位以上であるなど、曜日に

より著しい提供単位数の差が

ないような体制とすること。 

 

 

【特定機能病院リハビリテーション

病棟入院料】 

［施設基準］ 

二十一 特定機能病院リハビリテー

ション病棟入院料の施設基準等 

(１) 特定機能病院リハビリテー

ション病棟入院料の施設基準 

イ～ヌ （略） 

ル 当該病棟において、新規入

院患者のうち五割以上が重症

の患者であること。 

ヲ （略） 

ワ リハビリテーションの効果

に係る実績の指数が四十以上

であること。 

 

【退院前訪問指導料】 

［算定要件］ 

注１ 入院期間が１月を超えると見

込まれる患者の円滑な退院のた

め、患家を訪問し、当該患者又

はその家族等に対して、退院後

の在宅での療養上の指導を行っ

た場合に、当該入院中１回（入

院後早期に退院前訪問指導の必

要があると認められる場合は、

２回）に限り算定する。 
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Ｂ００７ 退院前訪問指導料 

(１) （略） 

(２) 退院前訪問指導料は、指導の

対象が患者又はその家族等である

かの如何を問わず、１回の入院に

つき１回を限度として、指導の実

施日にかかわらず、退院日に算定

する。ただし、入院後早期（入院

後14日以内とする。）に退院に向

けた訪問指導の必要性を認めて訪

問指導を行い、かつ在宅療養に向

けた最終調整を目的として再度訪

問指導を行う場合に限り、指導の

実施日にかかわらず退院日に２回

分を算定する。この場合におい

て、「Ｈ００３－２」リハビリテ

ーション総合計画評価料の注３に

規定する入院時訪問指導加算は算

定できない。 

Ｂ００７ 退院前訪問指導料 

(１) （略） 

(２) 退院前訪問指導料は、指導の

対象が患者又はその家族等である

かの如何を問わず、１回の入院に

つき１回を限度として、指導の実

施日にかかわらず、退院日に算定

する。ただし、入院後早期（入院

後14日以内とする。）に退院に向

けた訪問指導の必要性を認めて訪

問指導を行い、かつ在宅療養に向

けた最終調整を目的として再度訪

問指導を行う場合に限り、指導の

実施日にかかわらず退院日に２回

分を算定する。 

 
［経過措置］ 

・令和８年３月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料２又は４の届出を行っている病棟については、同年９月
30 日までの間に限り、（３）のロ及び（５）のロを満たしてい
るものとする。 

・令和８年３月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料３又は４の届出を行っている病棟については、同年９月
30 日までの間に限り、（４）のロを満たしているものとする。 

  




